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平成15年度　中小企業組合検定試験

全国中小企業団体中央会

問題  解答　　 組合制度（2）と 2

第２問

次の記述は、中小企業基本法（平成11年12月３日改正）の抜粋である。

の中に該当する語句を下記の語群の中から選び、その番号を解答用紙の

解答欄に記入しなさい。

第１条　この法律は、中小企業に関する について、その 、基本方

針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の を明

らかにすることにより、中小企業に関する を総合的に推進し、もって国民

経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的とする。

第５条　政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する を講ず

るものとする。

一　中小企業者の経営の革新及び創業の促進並びに な事業活動の促進を図

ること。

二　中小企業の経営資源の確保の円滑化を図ること、中小企業に関する取引の適

正化を図ること等により、中小企業の の強化を図ること。

三　経済的社会的環境の変化に即応し、中小企業の経営の安定を図ること、事業

の転換の円滑化を図ること等により、その の円滑化を図ること。

四　中小企業に対する資金の供給の円滑化及び中小企業の の充実を図ること。

第16条　国は、中小企業者が相互にその を補完することに資するため、中

小企業者の交流又は 、中小企業者の事業の のための組織の整備、

中小企業者が共同して行う事業の助成その他の必要な施策を講ずるものとする。
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〔解答〕

第２問

A B C D E F G H I J

!8 !6 !2 r q y i @0 !1 w

q経営基盤 w共同化 e競争関係 r創造的 t活性化

y変化への適応 u創業 i自己資本 o自主的 !0合理化

!1連携の推進 !2責務等 !3創意工夫 !4経営革新 !5多様化

!6基本理念 !7成長発展 !8施策 !9研究開発 @0経営資源

〔語 群〕

（次号につづく）

スポットＮＥＷＳ

ワンストップサービスの「東京しごとセンター」開業！
東京都はこのほど、若年者から中高年齢者までの幅広い年齢層の求職活動を1カ所で支援
する「東京しごとセンター」を開業しました。
同センターは、仕事を探している全ての年齢層の方々を対象に、各々の適性や状況にあっ
たサービスを提供し、カウンセリングを行います。
また、民間の就職支援会社に中高年の就職活動を委託する方法なども取り入れています。
さらに、同センターに入居する様々な労働関連支援機関と提携し、しごとに関するサービ
スをワンストップで受けられる仕組みを導入しました。
そのほか、起業・創業やNPO就業、ボランティア就業などの専門相談コーナーも設置し、
専門的なサービスにも応じています。
しごとセンターは、（財）東京しごと財団が東京都から受託して運営にあたっていますの

で、安心・気軽にご利用下さい。

◆すべてのサービスが無料で受けられます。（ただし、一部の講習会のテキスト代は実費
がかかります。）
◆利用時間は、平日：午前９時～午後８時、土曜：午前９時～午後５時。
日曜・祝日・年末年始は休み。

詳しくは、東京しごとセンターまでお問い合わせ下さい。
〒102-0072 千代田区飯田橋3-10-3

TEL 03－5211－2310
FAX 03－5211－2329

交通：JR・地下鉄　飯田橋駅、水道橋駅　徒歩７～８分


